
ロ
シ
ア
革
命
・
シ
ベ
リ
ア
出
兵
被
害
者
へ
の
「
救
憧
」
、
一
九
二
二
年

井

竿
 
 
富
 
 
雄

 
ま
］
B
δ
H
N
＞
○

は
じ
め
に

一
 
救
憧
法
制
定
過
程

二
 
救
憧
制
度
と
救
位
申
請

三
 
被
害
の
認
定
と
救
憧
金
交
付

小
括

は
じ
め
に

 
政
治
で
は
時
と
し
て
犠
牲
者
が
出
る
こ
と
が
あ
る
。
公
共
事
業
な
ど
で
は
、
私

有
地
を
接
収
し
た
り
す
る
形
で
現
わ
れ
る
。
ま
た
、
産
業
政
策
の
問
題
に
よ
り
被

害
が
出
る
こ
と
も
あ
る
。
ま
し
て
、
政
治
的
事
件
の
中
で
最
も
重
大
な
も
の
で
あ

る
戦
争
で
は
、
大
変
な
数
の
犠
牲
者
が
生
み
出
さ
れ
て
し
ま
う
。

 
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
被
害
に
対
し
て
、
国
家
は
な
か
な
か
責
任
を
認
め
た
が

 
 
 
 
 
ユ
 

ら
な
か
っ
た
。
だ
が
反
面
、
時
代
の
経
過
と
と
も
に
戦
争
被
害
は
拡
大
し
て
い
く

こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
、
被
害
の
内
実
も
複
雑
に
な
っ
た
。
単
に
戦
闘
や
軍
事
力

の
行
使
に
よ
る
被
害
だ
け
で
は
な
く
、
海
外
に
お
い
て
暮
ら
し
て
い
る
も
の
が
戦

争
開
始
に
よ
っ
て
そ
の
生
活
の
場
を
奪
わ
れ
る
こ
と
も
被
害
と
し
て
認
識
さ
れ
始

め
る
こ
と
に
な
っ
た
。

 
そ
こ
で
、
国
家
が
一
定
程
度
人
々
の
損
害
を
認
め
、
限
定
的
に
経
済
的
措
置
を

も
っ
て
賠
償
と
は
異
な
る
措
置
を
取
ろ
う
と
す
る
動
き
が
出
て
き
た
。
こ
れ
が
、

本
論
文
で
今
回
掲
げ
ら
れ
て
い
る
「
救
憧
」
で
あ
る
。
「
救
憧
」
は
、
意
味
と
し

て
は
「
お
恵
み
」
で
あ
る
。
つ
ま
り
国
家
は
被
害
者
に
対
す
る
賠
償
責
任
を
あ
く

ま
で
拒
否
し
て
い
る
。
そ
し
て
国
家
無
答
責
を
確
保
し
た
上
で
、
被
害
に
つ
い
て

国
の
作
っ
た
機
関
が
被
害
状
況
を
査
定
し
、
こ
れ
に
対
す
る
金
銭
的
な
処
置
を
す

る
。
こ
の
こ
と
で
、
実
質
的
に
は
被
害
の
経
済
的
な
手
段
に
よ
る
救
済
と
い
う
側
 
 
レ

面
が
出
て
き
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

 
本
論
文
は
、
こ
の
救
憧
問
題
に
関
し
、
も
っ
と
も
多
く
の
法
令
が
制
定
さ
れ
た

シ
ベ
リ
ア
出
兵
関
係
の
救
憶
政
策
に
つ
い
て
解
明
を
試
み
て
い
く
作
業
で
あ
る
。

こ
の
論
文
で
は
、
シ
ベ
リ
ア
出
兵
関
連
の
救
憧
に
関
し
て
初
め
て
制
定
さ
れ
た
一

九
二
二
年
の
法
律
で
あ
る
「
露
国
政
変
及
贈
爵
利
亜
事
変
ノ
為
損
害
ヲ
被
り
タ
ル

者
ノ
救
憧
二
関
ス
ル
法
律
」
に
つ
い
て
、
法
案
形
成
か
ら
執
行
ま
で
の
一
連
の
過

程
を
追
っ
て
い
こ
う
と
考
え
て
い
る
。
シ
ベ
リ
ア
出
兵
の
救
仙
法
令
の
中
で
も
、

こ
の
法
律
は
特
異
な
地
位
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
最
初
に
制
定
さ
れ
た
法
律
と

言
う
だ
け
で
は
な
く
、
法
律
自
体
が
カ
バ
ー
す
る
範
囲
が
著
し
く
広
い
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
救
値
の
対
象
と
み
な
さ
れ
た
被
害
は
、
ロ
シ
ア
革
命
の
勃
発
に
よ
る
被
害

や
出
兵
前
の
武
力
衝
突
に
よ
る
損
害
か
ら
、
日
本
軍
の
撤
退
に
伴
い
職
業
・
資
産

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

を
喪
失
し
た
「
引
揚
損
害
」
、
一
九
二
〇
年
の
尼
港
事
件
に
よ
る
邦
人
虐
殺
や
財

産
の
滅
失
ま
で
が
対
象
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
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こ

 
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
に
清
水
恵
氏
の
研
究
が
あ
る
。
清
水
氏
は

函
館
市
立
図
書
館
に
残
さ
れ
て
い
た
救
憧
関
係
の
諸
文
書
と
、
東
京
の
外
交
史
料

館
文
書
を
使
い
な
が
ら
、
ロ
シ
ア
革
命
・
シ
ベ
リ
ア
出
兵
に
よ
る
被
害
・
ま
た
尼

港
事
件
に
よ
る
被
害
に
関
す
る
「
救
憧
」
の
問
題
を
扱
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
清

水
氏
の
作
業
は
、
突
然
の
不
幸
に
よ
っ
て
永
久
に
中
断
し
た
。
清
水
氏
が
二
〇
〇

四
年
に
逝
去
し
た
か
ら
で
あ
る
。

 
本
論
文
は
、
清
水
氏
の
残
し
た
問
題
提
起
を
受
け
な
が
ら
、
シ
ベ
リ
ア
出
兵
の

邦
人
被
害
対
策
に
つ
い
て
考
え
て
い
く
作
業
と
し
て
な
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、
前

述
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
論
文
で
扱
う
、
一
九
二
二
年
の
轟
々
立
法
は
、
立
法

の
対
象
と
な
る
時
期
や
事
件
が
著
し
く
広
範
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
「
戦
争
被
害
」

と
し
て
一
括
す
る
に
は
困
難
な
も
の
も
あ
る
が
、
便
宜
的
に
一
律
の
被
害
と
し
て

扱
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
ま
ず
は
救
憧
法
令
の
制
定
に
至
る
過
程
、
そ
し
て
救
憧
法

の
制
度
、
そ
し
て
最
後
に
現
実
の
執
行
と
い
う
一
連
の
プ
ロ
セ
ス
を
扱
っ
て
い
く

こ
と
に
す
る
。
ま
た
、
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
、
残
さ
れ
た
史
料
が
莫
大
な
も
の

と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
今
の
時
点
で
筆
者
が
見
る
こ
と
の
で
き
た
史
料
の

み
で
書
く
と
言
う
制
約
を
あ
え
て
か
け
ざ
る
を
え
な
い
。

救
仙
法
制
定
過
程

 
こ
の
法
律
は
、
ロ
シ
ア
革
命
、
そ
し
て
そ
の
後
に
続
く
シ
ベ
リ
ア
出
兵
関
係
の

救
憧
法
令
と
し
て
は
最
初
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
法
律
が
で
き
た
契
機
に
つ
い
て

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

は
、
清
水
恵
雨
の
先
行
研
究
に
も
一
部
触
れ
ら
れ
て
い
る
。

 
ロ
シ
ア
革
命
や
シ
ベ
リ
ア
出
兵
の
被
害
者
に
金
銭
的
な
救
済
策
を
取
る
き
っ
か

け
に
な
っ
た
の
は
、
一
九
二
〇
年
の
尼
港
事
件
で
あ
っ
た
。
シ
ベ
リ
ア
の
在
留
邦

人
で
、
巨
大
な
経
済
力
と
影
響
力
を
持
っ
た
人
物
で
あ
る
島
田
元
太
郎
が
、
尼
港

事
件
で
甚
大
な
被
害
を
こ
う
む
っ
た
の
で
あ
る
。
尼
港
事
件
で
、
島
田
の
経
営
し

て
い
た
工
場
が
襲
撃
さ
れ
、
雇
用
し
て
い
た
労
働
者
は
全
員
殺
害
さ
れ
、
工
場
も

放
火
で
全
焼
し
て
し
ま
っ
た
。
島
田
は
こ
の
被
害
か
ら
立
ち
直
る
た
め
に
、
一
九

二
〇
年
七
月
、
シ
ベ
リ
ア
に
派
遣
さ
れ
て
い
た
日
本
軍
に
向
け
て
、
八
七
，
○
○

○
円
あ
ま
り
の
資
金
融
通
を
求
め
て
き
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
資
金
要
請
に
派

遣
軍
は
応
え
ら
れ
な
い
た
め
、
陸
軍
省
・
外
務
省
へ
と
意
見
が
上
げ
ら
れ
て
い
た
。

こ
れ
を
知
っ
た
現
地
の
日
本
外
交
官
花
岡
止
郎
は
「
日
露
戦
争
前
露
領
及
満
州
方

面
二
在
留
セ
シ
者
二
対
シ
戦
役
後
帝
国
政
府
二
於
テ
救
位
金
ヲ
与
ヘ
ラ
レ
タ
ル
儀

モ
有
之
候
二
付
」
何
ら
か
の
手
段
を
講
ず
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
意
見
を
外
務
省

 
 
 
 
 
 
ら
 

宛
送
っ
て
い
た
。
外
務
省
は
、
こ
の
報
告
を
添
え
て
、
大
蔵
省
に
対
し
一
定
の
経

済
的
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
旨
書
類
を
提
出
し
た
。
そ
こ
に
は
、
島
田
に
経

済
援
助
を
提
供
し
て
事
業
を
復
興
さ
せ
る
こ
と
が
「
将
来
同
地
方
風
於
ケ
ル
本
邦

人
ノ
発
展
二
資
ス
ル
所
作
ナ
カ
ラ
ザ
ル
ベ
キ
儀
」
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
た
。

こ
の
書
類
に
は
「
本
件
ハ
他
被
害
一
般
ノ
姦
淫
問
題
ト
併
テ
考
慮
ス
ル
ノ
必
要
ナ

キ
ヤ
」
な
ど
の
書
き
込
み
も
あ
り
、
早
い
段
階
か
ら
、
単
な
る
一
資
本
家
へ
の
資

金
提
供
と
言
う
に
と
ど
ま
ら
な
い
関
心
事
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
 
ト

（
6
）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一

る
。 

現
地
か
ら
の
報
告
に
も
述
べ
ら
れ
て
い
た
通
り
、
在
外
自
国
民
の
戦
争
被
害
に

対
し
て
＝
疋
の
金
銭
的
措
置
を
講
ず
る
こ
と
に
は
前
例
が
あ
っ
た
。
一
九
〇
九
年
、

当
時
の
桂
内
閣
が
、
「
明
治
三
十
七
八
年
戦
役
ノ
為
損
害
ヲ
被
り
タ
ル
者
ノ
救
憧

二
関
ス
ル
法
律
」
を
制
定
し
、
日
露
戦
争
に
よ
っ
て
ロ
シ
ア
の
一
部
地
域
、
満

州
・
朝
鮮
半
島
の
一
部
か
ら
緊
急
に
引
き
揚
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
邦
人
に

対
し
、
総
額
一
〇
〇
万
円
の
「
救
憧
」
を
行
っ
て
い
た
。
議
会
か
ら
の
修
正
要
求

を
こ
と
ご
と
く
拒
否
す
る
と
い
う
強
引
な
手
法
で
制
定
し
た
も
の
で
あ
り
、
対
象

と
な
る
戦
争
被
害
は
き
わ
め
て
限
ら
れ
て
い
た
。
ロ
シ
ア
軍
に
攻
撃
を
受
け
た
日

本
の
船
舶
被
害
は
対
象
と
さ
れ
な
か
っ
た
。
と
は
い
え
、
自
国
民
の
戦
争
被
害
に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
エ

対
し
て
国
家
が
経
済
的
救
済
を
行
う
と
い
う
前
例
が
既
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
ま

た
、
外
国
人
に
関
す
る
戦
争
被
害
補
償
も
、
実
は
日
露
戦
争
段
階
で
既
に
行
わ
れ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。



ロシア革命・シベリア出兵被害者への「救仙」、一九二二年

 
た
だ
し
、
当
時
の
原
内
閣
は
慎
重
に
事
態
の
検
討
に
入
っ
た
。
一
九
二
〇
年
｝

二
月
、
当
時
の
内
田
康
哉
外
相
は
、
各
国
駐
在
日
本
大
使
に
向
け
て
、
欧
米
諸
国

が
、
自
国
民
の
ロ
シ
ア
革
命
・
シ
ベ
リ
ア
出
兵
に
関
す
る
被
害
へ
ど
の
よ
う
な
救

済
策
を
講
じ
て
い
る
か
調
査
・
報
告
す
る
よ
う
に
命
じ
て
い
る
。
外
務
省
文
書
の

中
で
は
、
独
・
仏
・
英
が
自
国
民
の
被
害
調
査
を
行
っ
て
い
る
こ
と
が
報
告
さ
れ

て
い
る
。
特
に
イ
ギ
リ
ス
に
関
し
て
は
、
調
査
委
員
会
に
提
出
す
る
際
の
申
告
書

用
紙
ま
で
が
送
付
さ
れ
て
い
る
。
日
本
政
府
が
、
各
国
の
状
況
を
見
定
め
た
上
で

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
す
 

「
救
価
」
政
策
を
展
開
し
よ
う
と
考
え
て
い
た
こ
と
が
よ
く
分
か
る
。

 
具
体
的
な
上
汐
策
で
必
要
な
の
は
、
ま
ず
国
内
的
な
予
算
措
置
・
詩
話
資
金
拠

出
の
正
当
性
の
問
題
で
あ
る
。
救
憎
案
を
作
っ
て
い
く
際
に
は
、
大
蔵
省
と
の
協

議
が
あ
っ
た
。
問
題
点
は
二
つ
あ
っ
た
。
ま
ず
、
シ
ベ
リ
ア
出
兵
は
「
国
力
事
ヲ

起
シ
タ
ル
ニ
非
ス
単
二
彼
ノ
暴
挙
拙
掌
ク
」
も
の
で
あ
り
、
日
露
戦
争
と
は
異
な

る
も
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
被
害
者
救
済
策
を
講
ず
る
の
は
な
ぜ
か
と
言
う
こ
と

で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
は
、
シ
ベ
リ
ア
出
兵
が
「
チ
ェ
コ
軍
救
援
」
の
た
め

の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
零
露
日
本
人
が
在
留
国
で
損
害
を
蒙
っ
た
場
合

と
異
な
る
と
い
う
こ
と
と
、
ロ
シ
ア
側
に
日
本
人
を
保
護
す
る
こ
と
が
期
待
で
き

な
い
た
め
、
放
置
す
れ
ば
在
留
邦
人
が
没
落
し
て
し
ま
う
危
険
性
が
あ
る
、
と
い

う
こ
と
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
ロ
シ
ア
に
正
統
政
府
が
樹
立
さ
れ
た
ら
、
日
本
人

被
害
者
は
ロ
シ
ア
側
か
ら
補
償
さ
れ
る
か
ど
う
か
、
ま
た
日
本
政
府
は
日
本
人
被

害
者
の
補
償
要
求
を
支
持
す
る
か
が
問
わ
れ
た
。
こ
れ
に
外
務
省
は
、
正
統
政
府

の
樹
立
は
期
待
で
き
な
い
、
ま
た
で
き
た
と
し
て
も
「
若
シ
将
来
斯
ノ
如
キ
政
府

樹
立
之
場
合
ニ
モ
一
般
引
揚
民
ノ
被
害
等
二
対
シ
賠
償
ヲ
得
ル
コ
ト
ハ
頗
ル
困
難

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ナ
ル
コ
ト
ト
思
考
ス
」
と
答
え
て
い
る
。
こ
れ
と
前
後
し
て
、
既
に
損
害
救
値
申

請
が
出
て
い
る
分
に
つ
き
、
国
策
企
業
で
あ
っ
た
日
露
実
業
株
式
会
社
の
分
や
、

出
兵
を
利
用
し
て
コ
撰
千
金
的
計
画
ヲ
ナ
シ
成
功
セ
ス
シ
テ
損
害
ヲ
申
請
ス
ル

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

モ
ノ
」
に
つ
い
て
は
救
位
対
象
に
し
な
い
こ
と
な
ど
が
言
わ
れ
て
い
た
。

 
こ
の
よ
う
な
予
算
措
置
上
の
務
議
を
ふ
ま
え
つ
つ
救
愚
案
の
骨
格
が
作
ら
れ

た
。
】
九
二
｝
年
五
月
に
内
田
外
相
か
ら
高
橋
是
清
蔵
相
に
出
さ
れ
た
閣
議
請
求

の
た
め
の
素
案
に
は
、
こ
の
種
の
損
害
に
国
家
が
救
済
義
務
を
負
う
こ
と
は
な
い
、

と
い
う
前
提
が
附
せ
ら
れ
た
。
し
か
し
、
政
府
が
も
し
こ
の
種
の
被
害
者
に
対
し
、

少
し
で
も
救
憧
策
を
と
り
、
彼
ら
が
再
度
日
露
間
の
経
済
活
動
に
従
事
で
き
る
よ

う
に
す
れ
ば
、
「
仮
令
金
額
ハ
損
失
ヲ
補
償
ス
ル
ニ
足
ラ
ス
ト
ス
ル
モ
海
外
二
於

テ
業
務
二
従
事
ス
ル
モ
ノ
ヲ
シ
テ
国
家
ノ
庇
護
ノ
厚
キ
其
ノ
不
慮
ノ
災
厄
特
認
シ

テ
之
ヲ
座
視
ス
ル
モ
ノ
ニ
ア
ラ
サ
ル
コ
ト
ヲ
知
得
セ
シ
メ
我
対
外
発
展
上
二
及
ホ

ス
良
影
響
ノ
決
シ
テ
砂
少
ナ
ラ
サ
ル
声
道
ヲ
容
レ
サ
ル
所
」
で
あ
る
と
主
張
し
て

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヨ

い
た
の
で
あ
る
。
当
初
案
は
総
額
一
七
五
万
円
が
提
示
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
こ

の
金
額
は
結
果
と
し
て
一
五
〇
万
円
に
削
減
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
時
点

ま
で
に
、
政
府
に
よ
る
救
済
を
求
め
る
書
類
は
か
な
り
届
い
て
い
た
の
だ
が
、
こ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お
 

の
中
に
根
拠
薄
弱
な
も
の
が
あ
る
、
と
い
う
の
が
理
由
で
あ
っ
た
。

 
こ
れ
ら
の
閣
議
決
定
の
内
容
は
、
国
民
に
は
翌
年
の
議
会
ま
で
原
則
と
し
て
秘

密
に
さ
れ
た
。
「
所
謂
運
動
屋
」
な
ど
の
策
動
を
防
ぐ
た
め
、
あ
る
い
は
救
憧
金
 
 
距

を
当
て
込
み
借
金
を
し
て
し
ま
う
も
の
が
出
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
、
と
さ
れ

 
らた

。
た
だ
、
ま
だ
シ
ベ
リ
ア
で
日
本
軍
の
い
る
地
域
や
、
満
州
な
ど
に
い
る
邦
人

向
け
に
は
、
「
政
府
が
何
ら
か
の
救
済
策
を
講
ず
る
考
え
が
あ
る
」
と
い
う
程
度

の
こ
と
を
伝
え
て
も
よ
い
、
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
た
。
現
に
一
九
二
一
年
一
二

月
に
は
、
こ
の
地
域
の
居
留
民
が
冠
位
請
願
書
を
在
外
公
館
経
由
で
送
り
つ
け
て

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヨ

く
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
詳
細
な
金
額
は
す
ぐ
に
居
留
民
に
漏
れ

お
 

た
。 

こ
の
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
を
経
て
、
「
露
国
政
変
及
主
点
利
亜
事
変
ノ
為
損
害
ヲ

被
り
タ
ル
者
ノ
救
憧
二
関
ス
ル
法
律
」
の
法
案
が
一
九
二
二
年
の
帝
国
議
会
に
提

出
さ
れ
た
。
こ
の
法
案
で
、
酸
価
対
象
と
な
っ
た
の
は
「
露
西
亜
内
又
ハ
露
支
国

境
地
方
二
在
リ
タ
ル
帝
国
臣
民
ニ
シ
テ
露
国
政
変
及
西
比
利
亜
事
変
ノ
際
引
揚
又

ハ
遭
難
ノ
為
損
害
ヲ
被
り
タ
ル
モ
ノ
」
で
あ
っ
た
。
法
案
提
出
理
由
は
「
露
西
亜

内
及
露
支
国
境
地
方
二
在
留
シ
タ
ル
帝
国
臣
民
ニ
シ
テ
右
動
乱
二
王
シ
引
揚
又
ハ
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尼
港
事
件
ノ
如
キ
遭
難
二
依
リ
不
測
ノ
損
害
ヲ
被
り
タ
ル
モ
ノ
ハ
情
状
特
紙
魚
ム

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ゼ

ヘ
キ
モ
ノ
」
で
あ
る
か
ら
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
議
会
で
は
、
内
田
外
相
が
次

の
よ
う
に
質
問
に
答
え
て
い
る
。
被
害
者
に
は
同
情
す
る
、
「
併
シ
是
等
二
政
府

が
一
々
賠
償
ス
ル
義
務
ハ
当
然
執
ル
コ
ト
が
出
来
ナ
イ
、
即
チ
心
意
金
ノ
形
二
於

キ
マ
シ
テ
、
我
財
政
ノ
許
ス
範
囲
二
於
テ
、
出
来
得
ル
限
り
同
情
ヲ
表
シ
タ
イ
」
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

国
家
に
よ
る
賠
償
責
任
は
あ
く
ま
で
拒
否
し
た
上
で
の
「
救
憧
」
で
あ
っ
た
。
議

会
で
は
、
衆
議
院
・
貴
族
院
の
双
方
に
お
い
て
、
救
空
軍
総
額
を
一
五
〇
万
円
に

制
限
し
た
理
由
な
ど
が
問
わ
れ
た
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
前
述
の
日
露
戦
争
引
揚

被
害
の
救
憧
法
が
前
例
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
だ
け
の
回
答
が
な
さ
れ
て
い
る
。

貴
族
院
で
は
、
阪
本
彩
之
助
議
員
が
、
救
価
対
象
に
尼
港
事
件
被
害
者
も
含
ま
れ

て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
、
以
下
の
よ
う
な
批
判
を
し
た
。
す
な
わ
ち
、
か
つ
て

は
内
閣
の
存
亡
が
か
か
る
ほ
ど
の
大
事
件
だ
っ
た
は
ず
の
尼
港
事
件
が
、
「
僅
カ

ナ
歳
月
ヲ
経
マ
ス
ル
ト
、
最
早
忘
レ
ラ
レ
タ
コ
ト
ニ
ナ
リ
マ
シ
テ
、
百
五
十
万
円

位
デ
宜
カ
ラ
ウ
（
と
い
う
程
度
の
扱
い
を
受
け
て
い
る
一
井
竿
）
、
此
中
ニ
ド
ノ

位
尼
港
ノ
分
ガ
ア
ル
カ
存
ジ
マ
セ
ヌ
ガ
、
政
府
ノ
措
置
が
冷
淡
デ
ハ
ナ
イ
カ
ト
云

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ね

フ
コ
ト
ヲ
感
ズ
ル
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
」
。
シ
ベ
リ
ア
出
兵
に
関
す
る
そ
の
他
の
損
害

と
一
緒
に
さ
れ
る
こ
と
で
、
尼
港
事
件
の
被
害
が
安
く
値
切
ら
れ
て
い
る
の
で
は

な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
、
金
額
な
ど
に
対
す
る
修
正
は
行
わ

れ
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
批
判
を
受
け
つ
つ
も
、
ロ
シ
ア
革
命
・
シ
ベ
リ
ア
出

兵
へ
の
被
害
者
に
対
す
る
夏
菊
は
動
き
出
し
た
の
で
あ
る
。

二
 
救
仙
制
度
と
救
仙
申
請

 
一
九
二
二
年
四
月
一
一
日
、
「
露
国
政
変
及
西
比
利
亜
事
変
ノ
為
損
害
ヲ
被
り

タ
ル
者
ノ
救
憧
二
関
ス
ル
法
律
」
が
公
布
さ
れ
た
。
ま
た
、
こ
の
法
律
の
細
則
を

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

定
め
た
勅
令
二
四
七
号
が
、
五
月
↓
日
に
発
布
さ
れ
た
。
こ
の
法
律
に
基
き
、
ロ

シ
ア
革
命
、
シ
ベ
リ
ア
出
兵
に
か
か
わ
り
、
引
揚
や
遭
難
で
被
害
を
被
っ
た
者
に

対
す
る
救
憧
金
交
付
の
制
度
が
発
足
し
た
の
で
あ
る
。
本
節
で
は
ま
ず
、
こ
の
制

度
に
つ
い
て
概
観
し
、
そ
の
後
こ
れ
に
基
く
救
憧
申
請
に
つ
い
て
の
あ
ら
ま
し
を

述
べ
た
い
。
な
お
、
こ
の
救
憧
申
請
に
つ
い
て
は
、
外
交
史
料
館
に
膨
大
な
史
料

が
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
ま
だ
不
十
分
な
ス
ケ
ッ
チ
程
度
の
こ
と
し
か
明
ら

か
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

 
法
律
に
基
き
、
「
露
西
亜
内
三
下
露
支
国
境
地
方
二
在
リ
タ
ル
帝
国
臣
民
ニ
シ

テ
露
国
政
変
及
西
比
利
亜
事
変
ノ
際
引
揚
又
ハ
遭
難
ノ
為
損
害
ヲ
被
り
タ
ル
モ

ノ
」
は
、
救
憧
金
の
申
請
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
総
額
は
一
五

〇
万
円
と
決
定
し
た
。
二
五
円
以
上
の
伊
予
金
は
現
金
で
は
な
く
国
債
で
交
付
さ

れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
た
。
法
律
の
定
義
で
も
分
か
る
よ
う
に
、
こ
の
救
憧
法
が

対
象
と
す
る
の
は
、
か
な
り
長
期
間
に
わ
た
る
膨
大
な
量
の
事
件
で
あ
っ
た
。
帝

政
ロ
シ
ア
が
崩
壊
し
た
二
月
革
命
の
勃
発
二
九
一
七
年
）
か
ら
、
こ
の
時
点

（一

纉
�
�
N
）
ま
で
に
起
こ
っ
た
諸
事
件
が
す
べ
て
含
ま
れ
て
し
ま
う
の
で
あ

る
。
当
然
、
被
害
を
申
し
立
て
る
事
件
も
多
様
で
あ
り
、
ま
た
対
象
と
な
る
地
域
 
 
幽

も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
ロ
シ
ア
を
含
む
広
大
な
も
の
で
あ
っ
た
（
結
果
と
し
て
日
本
に

近
い
シ
ベ
リ
ア
や
、
尼
港
事
件
に
よ
る
被
害
が
多
か
っ
た
の
で
は
あ
る
が
）
。
こ

れ
ほ
ど
膨
大
な
も
の
を
対
象
と
し
た
救
憧
立
法
は
、
シ
ベ
リ
ア
出
兵
関
係
で
は
こ

の
後
は
存
在
し
な
い
。

 
雷
電
金
交
付
を
申
請
す
る
者
は
、
一
九
二
二
年
七
月
三
一
日
ま
で
に
「
救
憧
審

査
会
」
に
所
定
の
手
続
き
を
も
っ
て
申
請
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
の
具

体
的
な
申
請
手
続
き
や
、
救
憧
審
査
会
の
組
織
が
、
勅
令
で
定
め
ら
れ
た
の
で
あ

る
。 

救
仙
金
交
付
を
希
望
す
る
者
は
、
現
住
所
を
管
轄
す
る
機
関
を
通
じ
て
申
請
書

を
提
出
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
、
日
本
国
内
の
道
府
県
の
み
な
ら
ず
、

朝
鮮
・
台
湾
総
督
府
、
関
東
庁
、
南
洋
庁
、
樺
太
庁
、
青
島
守
備
軍
司
令
官
、
そ

し
て
薩
吟
腫
派
遣
軍
司
令
部
お
よ
び
在
外
公
館
が
指
定
さ
れ
て
い
た
。
引
揚
者
が

日
本
に
帰
っ
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
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申
請
者
は
所
定
の
申
請
用
紙
に
氏
名
や
住
所
、
本
籍
地
な
ど
を
記
入
し
、
さ
ら

に
引
揚
・
遭
難
の
具
体
的
な
状
況
（
日
時
、
場
所
、
背
景
）
を
記
さ
な
け
れ
ば
な

ら
な
か
っ
た
。
ま
た
、
損
害
は
具
体
的
な
価
格
で
示
す
こ
と
を
求
め
ら
れ
た
。
ロ

シ
ア
・
シ
ベ
リ
ア
に
居
住
し
て
い
た
期
間
も
明
記
す
る
こ
と
に
さ
れ
て
い
た
。
ま

た
、
被
害
者
以
外
の
も
の
が
申
請
す
る
場
合
に
は
、
間
柄
を
示
す
こ
と
と
な
っ
て

い
た
。
こ
れ
は
尼
港
事
件
の
よ
う
に
、
被
害
者
が
死
亡
し
て
い
る
場
合
も
あ
っ
た

か
ら
で
あ
る
。
申
請
書
に
は
証
拠
書
類
や
証
拠
物
件
を
添
付
す
る
こ
と
が
求
め
ら

れ
た
。

 
申
請
書
を
受
理
し
、
被
害
状
況
を
調
査
し
、
被
害
額
を
査
定
し
て
救
憧
金
額
を

決
定
す
る
機
関
と
し
て
設
置
さ
れ
た
の
は
「
叢
叢
審
査
会
」
で
あ
っ
た
。
悉
皆
審

査
会
は
外
務
次
官
を
長
と
し
、
一
〇
人
以
内
の
審
査
員
で
構
成
さ
れ
た
。
審
査
員

は
、
「
関
係
各
庁
高
等
官
其
他
審
査
二
必
要
ナ
ル
智
識
経
験
ヲ
有
ス
ル
者
」
か
ら

外
務
大
臣
を
通
じ
て
奏
請
し
、
内
閣
が
任
命
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
以
上
の

よ
う
な
制
度
は
、
実
は
前
節
で
述
べ
た
、
日
露
戦
争
引
揚
損
害
の
救
憎
法
令
に
則

っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

 
こ
の
法
令
発
布
に
よ
り
、
ロ
シ
ア
革
命
以
来
、
ロ
シ
ア
・
シ
ベ
リ
ア
地
域
に
居

住
・
渡
航
し
て
い
た
在
留
邦
人
の
被
害
者
が
続
々
と
申
請
を
行
っ
た
。
こ
こ
で
は
、

山
口
県
に
関
す
る
も
の
を
取
り
上
げ
て
い
く
こ
と
と
す
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て

は
、
山
口
県
文
書
館
や
外
交
史
料
館
に
多
少
の
史
料
が
残
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、

山
口
県
文
書
館
で
は
、
こ
の
と
き
の
救
憧
申
請
書
は
ま
だ
発
見
で
き
て
い
な
い
。

現
時
点
で
筆
者
が
見
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
救
価
金
交
付
決
定
の
書
類
で
あ
る
。

ま
た
、
外
交
史
料
館
で
は
、
山
口
県
出
身
の
尼
港
事
件
被
害
者
に
関
す
る
救
憧
申

請
書
を
と
り
あ
え
ず
参
照
し
た
（
二
人
髄
）
。
こ
れ
ら
の
史
料
か
ら
、
貴
君
金
申

請
手
続
き
を
再
現
す
る
。

 
ま
ず
、
法
律
を
施
行
す
る
た
め
の
勅
令
発
布
前
後
に
、
下
値
金
交
付
と
そ
の
申

請
手
続
き
に
関
す
る
新
聞
記
事
（
外
務
省
関
係
者
の
談
話
と
い
う
形
を
取
る
も
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ま
 

が
あ
っ
た
）
が
掲
載
さ
れ
た
。
法
令
の
周
知
の
た
め
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
救

価
申
請
書
は
ま
ず
窓
口
の
府
県
庁
な
ど
で
取
り
集
め
ら
れ
、
内
容
に
つ
い
て
精
査

さ
れ
て
い
た
。
管
轄
行
政
機
関
の
長
は
、
救
価
申
請
書
の
内
容
が
資
産
状
況
な
ど

か
ら
見
て
妥
当
な
も
の
か
、
条
件
を
満
た
し
て
い
る
も
の
か
ど
う
か
を
チ
ェ
ッ
ク

す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
た
。
人
物
な
ど
に
つ
い
て
も
、
本
人
で
あ
る
か
ど
う
か
を

調
べ
る
た
め
に
戸
籍
謄
本
が
添
付
さ
れ
て
い
る
。
山
口
県
経
由
で
申
請
し
た
の
は
、

尼
港
事
件
で
パ
ン
屋
経
営
を
し
て
い
た
息
子
夫
婦
（
た
だ
し
内
縁
関
係
）
を
失
っ

た
父
親
か
ら
と
、
同
じ
く
尼
港
事
件
で
店
員
と
し
て
働
い
て
い
た
息
子
を
失
っ
た

父
親
か
ら
で
あ
っ
た
。
前
者
の
場
合
、
内
縁
の
妻
の
被
害
に
関
し
て
は
、
熊
本
県

の
欄
に
編
入
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
次
の
節
で
述
べ
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
時

点
で
は
、
ま
だ
シ
ベ
リ
ア
出
兵
に
か
か
わ
る
諸
事
件
で
被
害
を
被
っ
た
者
が
、
完

全
に
日
本
に
戻
っ
て
き
て
い
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
山
口
県
出
身
者
で
も
、
他

県
や
、
尼
港
事
件
で
日
本
が
占
領
し
た
北
サ
ハ
リ
ン
、
満
州
な
ど
か
ら
申
請
し
て

い
る
例
が
あ
る
。

 
こ
の
よ
う
に
し
て
日
本
全
国
や
海
外
か
ら
集
め
ら
れ
た
救
値
申
請
書
は
、
救
位
 
 
卜

審
査
会
の
手
で
審
査
さ
れ
、
救
憧
に
相
当
す
る
と
認
め
ら
れ
た
場
合
に
は
救
位
置

が
交
付
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
手
続
と
、
結
果
に
つ
い
て
次
の
節
で
は
明

ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

三
 
被
害
の
認
定
と
救
仙
金
交
付

 
法
律
に
基
づ
き
、
救
憧
審
査
会
が
発
足
し
た
。
審
査
会
長
は
外
務
次
官
が
就
任

し
、
外
務
省
関
係
者
、
陸
海
軍
省
、
農
商
務
省
な
ど
か
ら
も
委
員
が
出
た
。
救
憎

金
の
申
請
書
提
出
締
切
よ
り
前
の
一
九
二
二
年
六
月
二
二
日
、
救
憧
審
査
会
は
初

 
 
 
 
 
 
お
 

会
合
を
開
い
た
。
第
一
回
審
査
会
の
席
上
、
審
査
会
長
・
外
務
次
官
埴
原
正
直
は
、

今
回
の
救
憧
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
シ
ベ
リ
ア
出
兵
な

ど
と
の
関
係
で
、
五
種
類
の
請
願
が
届
け
ら
れ
て
い
る
。
低
利
資
金
融
資
、
ロ
シ

ア
の
通
貨
暴
落
に
よ
る
損
害
救
済
、
引
き
揚
げ
、
尼
港
事
件
、
そ
し
て
尼
港
事
件
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と
時
期
を
接
し
て
起
こ
っ
た
オ
コ
ー
ツ
ク
事
件
（
漁
場
焼
き
討
ち
事
件
）
で
あ
る
。

最
初
の
二
つ
の
請
願
に
つ
い
て
は
に
わ
か
に
応
じ
が
た
い
が
、
あ
と
の
三
種
類
の

請
願
に
つ
い
て
は
「
日
露
戦
争
ノ
場
合
ノ
先
例
モ
ア
リ
労
々
露
国
ノ
政
変
勃
発
以

来
既
数
星
霜
ヲ
経
国
ル
今
日
引
揚
若
ク
ハ
遭
難
二
依
リ
損
害
ヲ
被
り
タ
ル
在
露
邦

人
ノ
悲
惨
情
況
捨
テ
置
ク
可
カ
ラ
サ
ル
モ
ノ
ア
ル
ヲ
以
テ
」
今
回
の
世
帯
法
が
で

き
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

 
し
か
し
、
松
平
恒
雄
委
員
が
次
に
述
べ
た
よ
う
に
、
被
害
の
実
態
認
定
は
難
し

い
も
の
で
あ
っ
た
。
松
平
は
各
省
庁
へ
調
査
要
請
を
し
た
の
だ
が
、
そ
こ
に
は

「
今
回
ノ
法
案
ノ
適
用
範
囲
ハ
露
国
政
変
二
基
ク
在
欧
露
本
邦
人
ノ
引
揚
、
帝
国

軍
隊
ノ
撤
退
二
伴
フ
在
留
邦
人
ノ
引
揚
及
尼
港
遭
難
、
「
オ
ホ
ツ
ク
」
漁
場
焼
却

事
件
二
対
ス
ル
モ
ノ
ナ
レ
ト
モ
其
ノ
損
害
及
遭
難
ノ
事
情
程
度
ハ
各
地
方
々
事
変

二
依
リ
自
ラ
差
異
ア
ル
ヲ
以
テ
平
等
各
種
被
害
二
対
ス
ル
救
佃
ノ
程
度
等
攻
究
ヲ

要
ス
ヘ
シ
ト
稽
フ
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
救
値
法
は
、
一
九
一
七
年
の
ロ

シ
ア
革
命
か
ら
一
九
二
二
年
の
時
点
ま
で
と
い
う
幅
広
い
時
間
帯
を
扱
う
た
め
、

訴
え
て
く
る
被
害
の
態
様
も
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
が
あ
っ
た
。
救
産
金
交
付
を
合
理

的
に
す
る
方
法
や
、
救
位
金
が
有
効
利
用
さ
れ
る
よ
う
な
方
法
は
な
い
か
な
ど
、

各
種
の
注
文
が
出
さ
れ
て
い
る
。
な
か
で
も
、
救
憧
審
査
会
委
員
の
定
員
を
わ
ざ

と
一
人
空
け
て
、
官
吏
で
は
な
い
委
員
を
採
用
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
（
結
果

と
し
て
、
中
立
性
を
保
ち
得
な
い
と
し
て
行
わ
れ
な
か
っ
た
）
は
注
目
さ
れ
る
。

 
救
憧
審
査
会
で
は
、
多
様
な
被
害
を
訴
え
て
や
っ
て
く
る
膨
大
な
救
命
申
請
書

を
処
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
ま
た
、
各
種
の
問
題
や
、
申
請
書
処
理
の

原
則
を
決
め
て
い
く
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
救
憧
審
査
会
は
、
被
害
事
実
の

認
定
と
被
害
額
の
査
定
・
そ
し
て
救
位
金
額
の
決
定
を
行
う
作
業
委
員
会
と
し
て

「
主
査
会
」
を
設
け
た
。
作
業
委
員
と
し
て
の
「
主
査
員
」
は
審
査
委
員
の
中
か

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ま
 

ら
互
選
し
、
彼
ら
に
素
案
を
作
ら
せ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
救
位
審
査
会
で
は
、

法
令
解
釈
や
、
個
別
の
申
請
書
類
の
疑
問
点
な
ど
、
各
種
の
問
題
が
生
じ
た
。
こ

の
よ
う
な
も
の
は
、
毎
回
の
審
査
会
で
「
決
議
」
を
つ
く
り
、
こ
の
決
議
に
従
っ

て
処
理
し
て
い
っ
た
。
こ
の
「
決
議
」
は
七
〇
項
目
に
も
及
ぶ
長
大
な
も
の
で
あ

っ
た
。

 
前
述
し
た
よ
う
に
、
一
九
二
二
年
の
救
憧
法
で
救
済
対
象
と
さ
れ
た
も
の
は
大

変
広
範
囲
に
わ
た
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
想
定
さ
れ
る
損
害
と
し
て
、

シ
ベ
リ
ア
出
兵
以
前
（
一
九
一
七
年
-
一
九
一
八
年
目
に
発
生
し
た
事
件
に
巻
き

込
ま
れ
た
事
例
か
ら
始
ま
り
、
尼
港
事
件
に
よ
る
殺
害
、
引
き
揚
げ
途
中
で
の
襲

撃
な
ど
か
ら
、
日
本
へ
引
き
揚
げ
る
際
の
財
産
放
棄
、
届
か
な
か
っ
た
貨
物
、
支

払
わ
れ
な
か
っ
た
売
掛
代
金
な
ど
の
申
請
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
選
果
審
査
会
は
、

こ
れ
ら
の
申
請
に
対
し
、
極
め
て
厳
し
く
チ
ェ
ッ
ク
を
し
て
い
っ
た
。
貸
金
債
権

の
損
害
は
認
め
る
が
、
証
拠
書
類
が
揃
わ
な
い
も
の
や
「
過
大
な
要
求
」
と
み
な

さ
れ
た
も
の
は
救
位
を
認
め
な
か
っ
た
。
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
政
権
に
よ
る
企
業
国

有
化
で
無
価
値
に
な
っ
た
株
券
・
ロ
シ
ア
官
憲
に
よ
る
貨
物
の
押
収
、
通
貨
の
暴

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お
 

落
に
よ
る
損
害
は
救
憧
対
象
外
と
な
っ
た
。
シ
ベ
リ
ア
出
兵
で
開
業
し
た
酒
保
が
、

撤
丘
ハ
に
よ
っ
て
被
っ
た
損
害
も
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
諜
報
員
と
し
て
活
動
中
ボ
 
 
ト

リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
政
権
側
に
逮
捕
・
投
獄
さ
れ
た
人
物
が
、
こ
の
と
き
の
後
遺
症
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お
 

治
療
で
か
か
っ
た
費
用
に
つ
い
て
も
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
救
憧
対
象
は
著
し
く

絞
り
込
ま
れ
て
い
た
。

 
救
憧
審
査
会
が
対
処
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
は
二
つ
あ
っ
た
。
一
つ

は
不
正
な
申
請
や
禍
根
を
残
す
恐
れ
の
あ
る
申
請
に
対
す
る
警
戒
、
も
う
一
つ
は

尼
港
事
件
の
被
害
者
に
対
す
る
救
位
金
の
金
額
を
決
定
し
て
い
く
こ
と
だ
っ
た
。

 
審
査
会
側
か
ら
見
て
疑
義
の
あ
る
申
請
書
は
大
量
に
見
つ
か
っ
て
い
た
。
主
査

員
報
告
書
は
、
「
証
拠
書
類
ノ
手
許
二
戸
ス
ル
事
ヲ
言
明
シ
乍
ラ
之
レ
ヲ
添
付
セ

サ
ル
モ
ノ
、
申
請
人
力
会
社
ノ
代
表
者
タ
ル
コ
ト
ヲ
称
シ
乍
ラ
其
代
表
権
限
ヲ
示

ス
可
キ
書
類
ヲ
添
付
セ
サ
ル
モ
ノ
、
救
憧
金
受
領
ノ
権
利
ヲ
委
任
セ
ラ
レ
タ
リ
ト

称
シ
乍
ラ
委
任
状
ヲ
添
付
セ
サ
ル
モ
ノ
、
尼
港
殉
難
者
其
他
已
二
死
亡
セ
ル
被
害

者
二
対
ス
ル
吉
島
金
ノ
受
領
二
関
シ
争
ア
ル
モ
ノ
及
将
来
争
ヲ
生
ス
可
キ
懸
念
ア

リ
ト
認
メ
ラ
ル
ル
モ
ノ
、
殉
難
者
二
二
死
亡
セ
ル
被
害
者
ト
申
請
人
ト
ノ
関
係
ヲ
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証
ス
可
キ
書
類
ヲ
添
付
セ
サ
ル
モ
ノ
」
と
い
う
ケ
ー
ス
を
挙
げ
て
い
る
。
ま
た
、

他
の
被
害
者
に
代
わ
っ
て
逸
品
申
請
を
請
け
負
い
、
成
功
報
酬
を
受
け
取
ろ
う
と

し
て
い
た
者
が
見
つ
か
っ
て
い
た
。
こ
の
出
願
者
も
被
害
者
で
は
あ
っ
た
の
だ
が
、

救
憧
審
査
会
は
「
「
窮
状
見
ル
ニ
忍
ヒ
サ
ル
」
引
揚
民
二
対
シ
許
ス
可
カ
ラ
サ
ル

非
常
ノ
高
利
ヲ
貧
ル
モ
ノ
」
と
し
て
申
請
を
認
め
な
か
っ
た
。
被
害
内
容
は
し
ば

し
ば
誇
張
さ
れ
、
中
に
は
虚
偽
の
申
請
も
あ
っ
た
。
職
業
の
詐
称
、
生
死
の
虚
偽

（
生
き
て
い
る
の
に
尼
港
事
件
で
殺
さ
れ
た
と
い
う
申
請
を
し
た
と
い
う
も
の
が

あ
る
）
な
ど
で
あ
る
。
主
査
員
報
告
書
は
「
若
シ
夫
レ
資
財
ノ
数
量
価
格
二
関
ス

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ル
誇
張
書
置
二
至
リ
テ
ハ
寧
ロ
必
然
ト
称
ス
可
キ
」
と
ま
で
言
い
放
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
事
例
を
防
ぐ
た
め
に
各
提
出
窓
口
で
チ
ェ
ッ
ク
し
、
副
申
書
を
出
さ

せ
た
の
だ
が
、
全
く
意
味
を
な
し
て
い
な
か
っ
た
。
一
部
の
例
外
的
な
も
の
を
除

き
、
窓
口
に
な
っ
た
機
関
の
副
申
書
は
「
其
一
般
ハ
殆
ン
ト
何
等
参
照
ノ
価
値
ナ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

シ
ト
称
ス
可
キ
モ
ノ
」
で
あ
っ
た
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

 
次
に
尼
港
事
件
の
被
害
者
に
対
す
る
救
位
金
額
の
決
定
に
関
す
る
問
題
が
あ
っ

た
。
死
傷
者
に
は
ロ
シ
ア
革
命
・
出
兵
前
夜
の
戦
闘
（
一
九
一
八
年
の
ブ
ラ
ゴ
ベ

シ
チ
ェ
ン
ス
ク
三
月
事
件
な
ど
）
で
の
被
害
者
な
ど
も
含
ま
れ
た
か
ら
、
生
命
身

体
に
関
す
る
損
害
額
は
一
律
の
も
の
と
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
財
産
損
害
に
関

し
て
、
問
題
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。
尼
港
事
件
で
は
大
量
の
死
者
が
出
た
。
死
者

の
職
業
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
尼
港
事
件
で
は
「
彼
等
ハ
家
族
ノ
大

多
数
或
ハ
全
部
「
パ
ル
チ
ザ
ン
」
ノ
凶
手
二
虐
殺
セ
ラ
レ
其
ノ
損
害
程
度
ヲ
証
明

ス
ヘ
キ
証
拠
物
件
等
モ
悉
ク
灰
儘
二
帰
シ
タ
ル
ノ
理
由
ヲ
以
テ
申
請
書
二
何
等
異

種
ノ
モ
ノ
ヲ
添
付
セ
ル
モ
ノ
ナ
ク
殆
ト
其
実
際
ヲ
察
知
ス
ル
ノ
方
法
ナ
シ
」
。
実

際
の
被
害
額
を
定
め
る
客
観
的
資
料
が
揃
わ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
救

憧
審
査
会
で
は
、
主
査
員
に
「
殉
難
者
損
害
標
準
指
数
」
な
る
も
の
を
作
ら
せ
た
。

生
前
の
職
業
に
よ
っ
て
被
害
額
を
定
め
よ
う
と
言
う
考
え
で
あ
る
。
そ
の
基
準
と

な
る
の
は
、
「
先
ツ
資
財
程
度
ノ
懸
隔
比
較
的
僅
少
ニ
シ
テ
且
ツ
被
害
程
度
ノ
最

モ
評
価
シ
易
シ
ト
思
ハ
ル
ル
醜
業
婦
（
マ
マ
）
」
の
経
済
指
標
で
あ
っ
た
。
日
露

戦
争
で
の
救
画
法
で
は
、
こ
の
職
業
に
は
六
五
円
の
損
害
額
が
認
め
ら
れ
て
い
た
。

尼
港
事
件
に
関
し
て
、
主
査
員
は
一
人
当
た
り
被
害
額
を
＝
人
平
均
弐
百
円
」

と
計
算
し
た
。
こ
の
数
字
が
日
露
戦
争
当
時
の
約
三
・
一
倍
に
な
る
と
い
う
こ
と

を
も
っ
て
、
他
の
職
業
に
つ
い
て
も
日
露
戦
争
当
時
よ
り
三
・
一
倍
の
損
害
額
で

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

あ
る
と
仮
定
し
て
、
五
四
種
類
の
職
業
に
つ
い
て
査
定
額
を
作
っ
た
の
で
あ
る
。

 
主
査
員
は
、
生
命
・
身
体
に
関
す
る
損
害
に
つ
い
て
は
、
職
業
を
問
わ
ず
に
一

律
で
一
四
歳
以
上
の
死
亡
者
一
人
に
つ
き
七
五
〇
円
（
一
四
歳
未
満
の
場
合
は
こ

の
七
割
の
五
二
五
円
）
、
重
傷
者
は
一
人
五
二
五
円
（
一
四
歳
未
満
は
い
な
か
っ

た
）
と
決
定
し
た
。
た
だ
し
、
同
一
家
族
内
で
多
数
の
死
者
が
出
た
（
審
査
で
被

害
が
認
め
ら
れ
た
中
で
は
、
一
家
七
人
が
殺
害
さ
れ
た
事
例
が
あ
る
）
尼
港
事
件

の
よ
う
な
場
合
に
は
、
死
亡
者
の
人
数
に
応
じ
て
一
人
当
た
り
の
救
値
金
額
を
減

ら
し
た
。
そ
う
し
な
け
れ
ば
総
額
が
予
定
額
を
オ
ー
バ
ー
す
る
可
能
性
が
あ
っ
た

か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
の
上
で
、
主
査
会
で
決
定
し
た
職
業
別
の
財
産
損
害
額
を
上

乗
せ
し
た
救
黒
金
案
を
作
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
も
、
財
産
損
害
に
対
す
る
 
ト

救
憧
金
額
が
一
定
額
以
下
に
落
ち
な
い
よ
う
な
調
節
が
な
さ
れ
た
。
ま
た
、
尼
港

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

事
件
の
被
害
者
へ
は
や
や
多
め
に
救
着
金
が
交
付
さ
れ
た
。
こ
の
あ
た
り
の
い
わ

ゆ
る
「
さ
じ
加
減
」
は
困
難
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
救
位
金
総
額
は
一
五
〇

万
円
と
決
定
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
金
額
に
つ
い
て
は
、
最
終

的
に
生
命
身
体
損
害
に
関
し
て
、
死
亡
者
一
人
の
金
額
を
一
，
○
○
○
円
に
増
額

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
き

す
る
こ
と
で
決
着
が
付
い
た
。
な
ぜ
増
額
し
た
か
は
ま
だ
明
ら
か
で
は
な
い
。

 
こ
の
よ
う
に
し
て
決
定
さ
れ
た
各
人
の
迎
盆
金
が
、
一
九
二
三
年
の
六
月
か
ら

交
付
さ
れ
始
め
た
。
こ
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
山
口
県
立
文
書
館
の
文
書
を
参
考

に
し
て
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
こ
の
時
期
ま
だ
在
留
邦

人
が
完
全
に
日
本
国
内
へ
引
き
揚
げ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
ロ
シ
ア
を
離
れ
た

あ
と
、
今
度
は
満
州
な
ど
で
暮
ら
し
て
い
る
場
合
も
あ
っ
た
。
ロ
シ
ア
の
日
本
公

館
で
手
続
し
た
あ
と
帰
国
し
て
い
た
（
一
九
二
二
年
に
サ
ハ
リ
ン
以
外
の
ロ
シ
ア

領
土
か
ら
日
本
軍
は
全
面
撤
退
し
た
の
で
、
大
半
の
居
留
民
は
ロ
シ
ア
の
領
土
か
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ら
離
れ
た
）
た
め
、
「
大
正
十
一
年
十
月
以
降
当
地
ヲ
引
揚
目
下
各
本
籍
地
二
現

住
ノ
筈
」
と
、
在
外
公
館
が
申
請
者
の
本
籍
が
あ
る
土
地
の
自
治
体
に
救
値
金
交

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

付
手
続
を
依
頼
し
て
い
た
こ
と
も
あ
る
。
大
島
郡
和
田
村
に
本
籍
の
あ
る
人
物
が
、

北
サ
ハ
リ
ン
の
当
歳
瞳
軍
政
部
で
救
値
金
申
請
手
続
を
し
た
。
し
か
し
本
人
は
そ

の
後
こ
の
地
を
離
れ
て
帰
国
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
軍
政
部
は
山
口
県
庁
に

「
同
人
目
下
同
製
二
居
住
セ
サ
ル
旨
ヲ
以
テ
」
本
人
へ
の
告
知
書
交
付
を
申
し
入

れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
山
口
県
庁
は
、
和
田
村
役
場
に
対
し
て
同
人
の
現
在
の
居

 
 
 
 
 
 
 
 
 
お
 

場
所
を
探
さ
せ
て
い
る
。
ま
た
、
日
本
国
内
へ
引
き
揚
げ
て
も
、
山
口
に
帰
ら
ず

別
の
場
所
で
暮
ら
し
て
い
る
こ
と
も
あ
り
え
た
。
大
分
県
の
別
府
に
住
ん
で
い
る

と
い
う
申
し
出
が
あ
っ
た
た
め
、
直
接
山
口
か
ら
別
府
に
救
笹
金
交
付
関
係
書
類

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ま
 

が
届
け
ら
れ
た
例
も
あ
る
。

 
救
帯
金
交
付
が
認
め
ら
れ
た
者
に
対
し
て
は
、
交
付
金
額
を
明
記
し
た
告
知
書
、

請
求
書
用
紙
、
国
債
事
務
取
扱
店
の
一
覧
、
「
公
債
受
給
者
の
為
め
に
」
な
る
書

類
な
ど
が
渡
さ
れ
た
。
以
上
の
よ
う
に
し
て
、
一
九
二
二
年
の
法
律
に
基
く
ロ
シ

ア
革
命
・
シ
ベ
リ
ア
出
兵
、
そ
し
て
尼
港
事
件
の
被
害
者
に
対
す
る
国
の
「
救
憧
」

事
業
は
終
了
し
た
の
で
あ
る
。

小
宴

 
一
九
二
二
年
の
ロ
シ
ア
革
命
・
シ
ベ
リ
ア
出
兵
に
関
す
る
諸
被
害
へ
の
「
救
憧
」

に
関
す
る
法
律
は
、
形
と
し
て
は
そ
れ
以
前
に
作
ら
れ
た
、
日
露
戦
争
の
引
揚
被

害
に
よ
る
救
憧
法
令
と
同
じ
形
を
取
っ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
政
府
の
救
済
責
任

を
否
定
し
、
あ
く
ま
で
「
鼻
革
」
、
す
な
わ
ち
政
府
の
慈
善
的
な
措
置
の
一
環
と

し
て
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
あ
ら
か
じ
め
総
予
算
が
決
定
さ
れ
、
被
害
の

範
囲
も
法
律
と
そ
の
解
釈
で
厳
密
に
決
め
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
、
そ
の
範
囲
も
大

変
狭
い
も
の
で
、
財
産
損
害
は
直
接
の
破
壊
か
掠
奪
に
で
も
遭
わ
な
い
限
り
認
め

ら
れ
な
か
っ
た
。
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
政
権
に
よ
る
産
業
国
有
化
で
財
産
を
喪
失
し

た
者
へ
の
救
憧
は
し
な
い
と
こ
ろ
は
印
象
的
で
あ
る
。
し
か
も
、
日
露
戦
争
の
と

き
と
は
異
な
り
、
シ
ベ
リ
ア
出
兵
は
日
本
政
府
が
正
式
に
「
戦
争
」
と
認
め
な
か

っ
た
た
め
、
戦
争
被
害
の
法
律
と
し
て
は
正
式
に
は
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
な
い
。

 
だ
が
、
こ
の
法
律
が
救
憧
金
を
交
付
す
る
対
象
と
し
た
歴
史
的
事
件
は
、
か
な

り
地
理
的
・
時
間
的
に
も
膨
大
な
も
の
だ
っ
た
。
対
象
と
な
る
時
期
は
一
九
一
七

年
の
ロ
シ
ア
ニ
月
革
命
か
ら
シ
ベ
リ
ア
出
兵
に
伴
う
諸
被
害
（
軍
人
の
も
の
を
除

く
）
、
そ
し
て
尼
港
事
件
や
引
揚
損
害
ま
で
が
含
ま
れ
た
。
し
か
も
、
こ
の
法
律

が
制
定
さ
れ
た
一
九
二
二
年
越
は
、
尼
港
事
件
で
「
保
障
占
領
」
し
た
地
域
を
除

い
て
日
本
軍
は
全
面
撤
退
し
て
い
た
。
と
は
い
え
、
シ
ベ
リ
ア
出
兵
自
体
の
収
拾

は
ま
だ
完
全
に
は
終
わ
っ
て
お
ら
ず
、
ロ
シ
ア
に
い
た
日
本
人
た
ち
は
決
定
的
な

状
況
の
転
換
点
に
あ
っ
て
移
動
中
と
い
う
場
合
が
多
か
っ
た
。
シ
ベ
リ
ア
出
兵
関

係
で
は
こ
の
後
も
何
度
か
救
憧
立
法
が
出
さ
れ
て
い
く
。
と
は
い
え
、
革
命
に
伴

う
被
害
ま
で
救
済
対
象
に
入
れ
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
現
在
分
か
っ
て
い
る
時
点

で
は
、
こ
の
後
は
存
在
し
な
い
。

 
ま
た
、
こ
の
救
位
金
は
一
度
限
り
の
も
の
と
し
て
立
法
さ
れ
、
同
様
の
措
置
は

取
ら
れ
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
。
だ
が
現
実
に
は
、
こ
の
翌
年
の
一
九
二
一
二
年

に
、
シ
ベ
リ
ア
引
揚
で
損
害
を
蒙
っ
た
人
々
へ
の
「
救
憧
」
を
目
的
と
し
た
法
律

が
作
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
尼
港
事
件
の
被
害
者
は
、
こ
の
と
き
の
救
憎

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お
 

金
だ
け
で
は
納
得
し
な
か
っ
た
。
結
果
と
し
て
こ
の
一
九
二
二
年
の
「
救
位
」
立

法
は
、
問
題
の
始
ま
り
に
し
か
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
今
後
は
こ
れ
ら
の

「
救
憧
」
立
法
に
関
す
る
諸
事
情
と
政
策
立
案
・
形
成
・
決
定
・
執
行
の
プ
ロ
セ

ス
を
追
い
つ
つ
、
ど
の
よ
う
な
変
化
が
あ
る
か
を
確
認
し
て
い
く
作
業
が
ま
ず
必

要
と
な
る
だ
ろ
う
。
こ
の
時
期
に
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
の
戦
争
被
害
に
関
す
る

救
命
法
令
も
作
ら
れ
て
い
く
が
、
こ
の
法
令
と
の
関
連
も
い
ず
れ
明
ら
か
に
し
て

い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一8一
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注
（
1
）
吉
田
裕
『
日
本
人
の
戦
争
観
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
五
年
（
初
版
一
九
九

 
 
五
年
刊
行
、
こ
こ
で
は
文
庫
化
さ
れ
て
現
在
も
入
手
可
能
な
版
を
あ
げ
た
）

 
 
で
は
、
戦
後
日
本
も
「
戦
争
受
忍
論
」
や
「
国
家
無
答
責
」
で
、
戦
時
賠
償

 
 
を
拒
否
し
て
き
た
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
新
し
い
も
の
と
し
て
は
、
阿

 
 
部
浩
己
「
戦
後
責
任
と
和
解
の
模
索
」
『
岩
波
講
座
 
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
戦

 
 
争
』
第
八
巻
所
収
、
二
〇
〇
六
年
が
あ
る
。

（
2
）
 
尼
港
事
件
に
つ
い
て
は
、
原
暉
之
「
尼
港
事
件
の
諸
問
題
」
『
ロ
シ
ア
史

 
 
研
究
』
二
三
号
、
一
九
七
五
年
を
参
照
。

（
3
）
 
清
水
恵
「
ロ
シ
ア
革
命
に
巻
き
込
ま
れ
た
日
本
人
」
『
日
本
の
北
方
史
と

 
 
北
東
ア
ジ
ア
』
北
海
道
・
東
北
史
研
究
会
函
館
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
H
実
行
委
員

 
 
会
、
二
〇
〇
三
年
、
五
四
-
五
九
頁
、
清
水
恵
「
「
尼
港
事
件
」
と
殉
難
碑
、

 
 
そ
し
て
函
館
」
『
挑
水
』
創
刊
号
、
地
域
の
情
報
を
語
る
会
、
二
〇
〇
三
年
、

 
 
二
三
一
三
三
頁
。
ど
ち
ら
も
今
は
『
函
館
・
ロ
シ
ア
 
そ
の
交
流
の
軌
跡
』

 
 
函
館
日
ロ
交
流
史
研
究
会
、
二
〇
〇
五
年
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

（
4
）
 
清
水
恵
、
前
掲
「
「
尼
港
事
件
」
と
殉
難
碑
、
そ
し
て
函
館
」
。
清
水
氏
は

 
 
函
館
に
残
っ
て
い
る
島
田
元
太
郎
の
手
記
な
ど
を
も
と
に
し
て
い
る
。

（
5
）
 
「
当
地
島
田
商
会
業
務
開
始
壁
際
シ
資
金
融
通
方
同
商
会
ヨ
リ
願
出
ノ
件
」

 
 
外
務
省
文
書
『
露
国
革
命
関
係
一
件
 
大
正
十
一
年
度
法
律
制
定
二
品
ル
迄

 
 
ノ
経
過
並
二
法
令
関
係
救
値
審
査
会
ノ
組
織
、
人
事
関
係
』
（
9
N
・
嵩
 
ω
卜
。
-

 
 
卜
。
卜
。
）
所
収
。

（
6
）
 
「
在
尼
港
島
田
元
太
郎
二
対
シ
資
金
融
通
方
二
関
ス
ル
件
」
前
掲
外
務
省

 
 
文
書
（
㎝
●
b
O
・
一
子
 
ω
卜
O
l
卜
○
卜
○
）
。

（
7
）
 
こ
の
法
律
の
制
定
過
程
は
、
『
帝
国
議
会
衆
議
院
議
事
速
記
録
』
二
一
二
巻
、

 
 
東
京
大
学
出
版
者
、
一
九
八
○
年
な
ど
を
参
照
。

（
8
）
 
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
伊
藤
信
哉
「
日
露
戦
争
に
お
け
る
「
戦
後
補
償
」

 
 
問
題
」
日
露
戦
争
研
究
会
編
『
日
露
戦
争
研
究
の
新
視
点
』
成
文
社
、
二
〇

 
 
〇
五
年
所
収
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
9
）
 
前
掲
外
務
省
文
書
（
㎝
●
卜
。
・
嵩
 
ω
N
歯
卜
。
）
に
は
、
内
田
外
相
と
、
英
米
仏

 
 
独
な
ど
の
各
国
日
本
大
使
と
の
や
り
と
り
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

（
1
0
）
 
「
大
蔵
省
質
問
二
対
ス
ル
回
答
」
前
掲
外
務
省
文
書
（
9
卜
。
●
嵩
 
G
。
卜
。
-
卜
。
卜
。
）
。

（
1
1
）
 
「
大
蔵
省
ヘ
ノ
回
答
案
」
前
掲
外
務
省
文
書
（
㎝
・
卜
。
●
嵩
 
ω
N
-
器
）

（
1
2
）
 
「
露
国
ニ
ア
リ
タ
ル
帝
国
臣
民
ノ
引
揚
黒
雨
遭
難
二
基
ク
個
人
損
害
救
済

 
 
二
関
シ
閣
議
請
求
ノ
件
」
、
一
九
二
一
年
五
月
三
〇
日
、
前
掲
外
務
省
文
書

 
 
（
㎝
●
N
●
一
員
 
 
ω
卜
O
I
卜
○
ト
の
）
。

（
1
3
）
 
「
露
国
ニ
ア
リ
タ
ル
帝
国
臣
民
ノ
引
揚
又
ハ
遭
難
二
丁
ク
個
人
損
害
救
済

 
 
二
関
シ
閣
議
請
求
ノ
件
」
、
一
九
二
一
年
八
月
一
〇
日
、
前
掲
外
務
省
文
書

 
 
（
㎝
。
b
の
・
H
刈
 

ω
ト
の
1
卜
○
ト
の
）
。
最
終
的
に
閣
議
を
通
っ
た
の
は
九
月
に
入
っ
て
か
ら

 
 
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
分
か
る
が
、
尼
港
事
件
被
害
者
は
早
く
か
ら
直
接
政
府

 
 
に
よ
る
損
害
補
償
を
求
め
て
い
た
。

（
1
4
）
 
田
中
都
吉
外
務
次
官
代
理
か
ら
神
野
勝
之
助
大
蔵
次
官
へ
の
文
書
。
一
九
 
 
餅

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一

 
 
二
一
年
三
月
四
日
。
前
掲
外
務
省
文
書
（
㎝
●
卜
Q
●
一
刈
 
 
ω
卜
O
l
卜
○
卜
○
）
。

（
1
5
）
 
「
悪
露
邦
人
ノ
引
揚
又
ハ
遭
難
二
基
ク
個
人
損
害
救
済
二
関
ス
ル
件
」
一

 
 
九
一
二
年
一
二
月
一
日
。
前
掲
外
務
省
文
書
（
α
。
b
O
・
一
刈
 
 
ω
卜
O
l
N
N
）
。

（
1
6
）
 
「
在
露
奥
地
引
揚
邦
人
救
済
請
願
書
写
送
付
ノ
件
」
一
九
二
一
年
一
二
月

 
 
二
四
日
。
前
掲
外
務
省
文
書
（
㎝
・
b
O
・
】
．
刈
 
ω
卜
O
I
ト
の
ト
の
）
。
ハ
ル
ビ
ン
の
総
領
事
か

 
 
ら
送
ら
れ
た
電
報
に
、
在
留
邦
人
の
問
で
「
奥
地
引
揚
民
救
済
基
金
ト
シ
テ

 
 
百
五
十
万
円
支
出
ノ
件
大
蔵
省
二
於
テ
計
上
シ
今
般
帝
国
議
会
二
提
出
シ
来

 
 
年
一
月
中
旬
頃
迄
男
波
公
債
ヲ
以
テ
夫
々
下
附
セ
ラ
ル
ル
コ
ト
ト
ナ
ル
ベ
シ

 
 
ト
ノ
内
報
」
が
伝
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

（
1
7
）
「
第
四
十
五
議
会
提
出
（
大
正
十
一
年
一
月
目
露
国
政
変
比
津
比
利
事
変

 
 
ノ
為
損
害
ヲ
被
り
タ
ル
者
ノ
救
憧
二
関
ス
ル
法
律
案
参
考
書
」
前
掲
外
務
省

 
 
文
書
（
㎝
。
b
O
●
一
刈
 
 
ω
N
I
N
b
⊃
）
。

（
1
8
）
 
『
帝
国
議
会
衆
議
院
議
事
速
記
録
』
四
〇
巻
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
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八
二
年
、
二
六
七
一
二
六
八
頁
。

（
1
9
）
 
『
帝
国
議
会
貴
族
院
議
事
速
記
録
』
四
一
巻
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九

 
 
八
二
年
、
七
八
八
頁
。

（
2
0
）
 
法
律
・
勅
令
の
条
文
に
つ
い
て
は
、
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー

 
 
（
耳
8
一
＼
＼
≦
≦
≦
・
す
。
霞
●
ひ
q
O
・
壱
）
で
閲
覧
で
き
る
文
書
ゆ
O
卜
。
O
ω
ω
O
ら
O
O
O
O
O

 
 
に
よ
っ
た
。

（
2
1
）
 
外
務
省
文
書
『
露
国
革
命
関
係
救
憧
一
件
 
申
請
書
 
尼
港
事
件
ノ
分

 
 
其
他
』
（
㎝
・
卜
⊃
●
日
量
 

ω
卜
○
一
㎝
卜
○
一
①
）
に
綴
じ
込
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
文
書
は
、
地

 
 
域
ご
と
に
綴
じ
ら
れ
て
い
る
大
量
の
フ
ァ
イ
ル
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。

（
2
2
）
 
山
口
県
立
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
地
元
新
聞
を
見
る
と
、
次
の
よ
う

 
 
な
記
事
が
見
つ
か
っ
た
。
「
対
露
出
（
マ
マ
）
失
言
憧
 
支
出
法
勅
令
公
布
」

 
 
『
馬
関
毎
日
新
聞
』
一
九
二
二
年
五
月
三
日
朝
刊
、
「
街
路
郷
人
被
害
 
救
憧

 
 
費
申
請
形
式
」
『
関
門
日
日
新
聞
』
一
九
二
二
年
五
月
二
日
朝
刊
、
ま
た

 
 
「
遭
難
賠
償
」
『
関
門
日
日
新
聞
』
一
九
二
二
年
五
月
四
日
朝
刊
で
あ
る
。
こ

 
 
の
二
紙
は
下
関
市
で
発
行
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
か
山
口
で
発
行

 
 
さ
れ
て
い
た
『
防
長
新
聞
』
に
は
記
事
が
な
い
。

（
2
3
）
 
こ
こ
の
部
分
の
叙
述
は
、
外
務
省
文
書
『
露
国
革
命
関
係
一
件
 
大
正
十

 
 
一
年
法
律
第
三
十
九
号
二
基
ク
審
査
会
再
主
査
会
議
事
録
決
議
録
』

 
 
（
㎝
●
卜
○
●
一
刈
●
ω
卜
○
一
N
一
）
の
中
の
「
第
一
回
議
事
要
録
」
に
あ
る
。

（
2
4
）
第
二
回
の
審
査
会
（
一
九
二
二
年
八
月
一
二
日
）
議
事
録
。
前
掲
外
務
省

 
 
文
書
（
㎝
●
卜
⊃
・
一
刈
●
ω
卜
O
I
卜
⊃
一
）
。

（
2
5
）
 
「
大
正
十
一
年
法
律
第
三
十
九
号
二
依
ル
救
憧
審
査
会
二
対
ス
ル
主
査
員

 
 
報
告
書
」
前
掲
外
務
省
文
書
（
α
。
卜
○
・
一
端
．
ω
卜
○
一
N
一
）
。

（
2
6
）
 
「
救
憧
審
査
会
決
裁
事
項
通
知
ノ
件
」
（
一
九
二
二
年
一
〇
月
一
九
日
）
前

 
 
掲
外
務
省
文
書
（
㎝
●
卜
○
・
一
半
●
ω
b
O
I
ト
の
一
）
。

（
2
7
）
前
掲
「
大
正
十
一
年
法
律
案
三
十
九
号
二
依
ル
救
憧
審
査
会
二
対
ス
ル
主

 
 
査
員
報
告
書
」
。

（
2
8
）
前
掲
「
大
正
十
一
年
法
律
第
三
十
九
号
二
依
ル
救
憧
審
査
会
二
対
ス
ル
主

 
 
査
員
報
告
書
」
。

（
2
9
）
 
「
救
位
審
査
会
主
査
意
見
二
関
ス
ル
件
」
（
一
九
二
二
年
九
月
］
五
日
）
。

 
 
前
掲
外
務
省
文
書
（
α
●
卜
○
・
一
刈
●
ω
b
の
一
b
O
一
）
。

（
3
0
）
前
掲
「
大
正
十
一
年
法
律
第
三
十
九
号
二
言
ル
救
憧
審
査
会
二
対
ス
ル
主

 
 
査
員
報
告
書
」
。

（
3
1
）
 
「
駐
車
審
査
会
決
議
便
覧
」
。
前
掲
主
査
員
報
告
書
に
附
せ
ら
れ
た
も
の
。

（
3
2
）
 
ウ
ラ
ジ
オ
ス
ト
ッ
ク
日
本
総
領
事
館
が
一
九
二
三
年
七
月
二
〇
日
に
出
し

 
 
た
文
書
、
「
大
正
十
一
年
法
律
第
三
十
九
号
二
心
キ
交
付
セ
ラ
ル
ヘ
キ
救
憧

 
 
金
額
告
知
書
交
付
方
二
関
ス
ル
件
」
『
一
般
救
済
 
三
冊
之
二
 
社
会
課
』

 
 
（
県
庁
戦
前
A
 
総
務
一
五
六
一
 
山
口
県
文
書
館
所
蔵
）
の
中
の
も
の
。

 
 
た
だ
し
、
こ
の
文
書
つ
づ
り
は
さ
ま
ざ
ま
な
件
に
つ
い
て
雑
多
に
綴
じ
込
ま

 
 
れ
た
フ
ァ
イ
ル
で
あ
る
う
え
、
各
文
書
の
表
題
も
ほ
と
ん
ど
が
同
じ
な
の
で

分
か
撃
つ
ら
い
．
こ
の
文
書
は
ガ
リ
版
刷
募
、
「
山
・
県
庁
」
と
い
論
冊

 
 
分
だ
け
が
手
書
き
。
在
留
邦
人
の
ロ
シ
ア
領
土
か
ら
の
移
動
が
激
し
か
っ
た

 
 
こ
と
が
推
察
で
き
る
。

（
3
3
）
 
「
大
正
十
一
年
法
律
第
三
十
九
号
目
糞
ル
地
位
金
二
関
ス
ル
件
」
一
九
二

 
 
三
年
七
月
か
ら
八
月
に
か
け
て
の
も
の
。
前
掲
山
口
県
文
書
（
県
庁
戦
前
A

 
 
総
務
一
五
六
一
）
。
ち
な
み
に
こ
の
人
物
は
朝
鮮
に
旅
行
し
て
い
た
。

（
3
4
）
 
「
大
正
十
一
年
法
律
第
三
十
九
号
二
等
ル
救
真
金
交
付
二
関
ス
ル
件
」
一

 
 
九
一
ゴ
ニ
年
六
月
三
〇
日
。
前
掲
山
口
県
文
書
（
県
庁
戦
前
A
 
総
務
一
五
六

 
 
一
）
。
在
外
公
館
経
由
の
申
請
者
の
場
合
、
救
主
金
交
付
決
定
な
ど
が
遅
れ

 
 
た
ら
し
く
、
「
他
県
分
ハ
六
二
下
槻
弓
幹
候
趣
」
と
交
付
金
を
せ
か
す
書
簡

 
 
を
送
っ
た
者
も
い
た
。
山
口
県
庁
は
「
右
ノ
内
本
県
経
由
申
請
書
提
出
ノ
モ

 
 
ノ
ニ
就
テ
ハ
已
二
交
付
額
決
定
通
知
有
之
候
得
物
在
外
公
館
経
由
ノ
モ
ノ
ニ

 
 
就
テ
ハ
未
タ
其
ノ
筋
ヨ
リ
何
等
ノ
通
知
無
之
候
」
と
だ
け
返
事
を
し
て
い
る

 
 
（
「
大
正
十
一
年
法
律
第
三
十
九
号
二
依
ル
救
憧
二
関
ス
ル
件
回
答
」
一
九
二



ロシア革命・シベリア出兵被害者への「救価日、一九二二年

 
 
三
年
六
月
二
一
二
日
。
当
人
か
ら
の
書
状
は
二
二
日
付
。
前
掲
山
口
県
文
書
。

 
 
ち
な
み
に
こ
の
人
物
は
救
位
金
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
た
。
史
料
中
で
は

 
 
実
名
が
あ
る
が
公
表
を
控
え
る
）
。

（
3
5
）
一
般
被
害
者
は
こ
の
後
に
か
け
て
も
長
期
間
救
憧
金
を
求
め
て
運
動
を
展
開

 
 
し
て
い
く
。
外
交
史
料
館
に
あ
る
『
露
国
革
命
関
係
救
値
一
件
 
法
令
二
基

 
 
カ
ザ
ル
申
請
書
』
（
㎝
。
b
O
・
一
刈
 
ω
卜
0
1
一
）
に
は
、
こ
の
よ
う
な
救
憧
請
願
運
動

 
 
に
関
す
る
記
録
が
綴
じ
こ
ま
れ
て
い
る
。

※
清
水
恵
論
文
初
出
の
参
照
に
は
、
岩
下
明
裕
北
海
道
大
学
教
授
の
協
力
を
得

 
た
。

※
本
論
文
は
、
平
成
一
八
年
度
山
口
県
立
大
学
研
究
創
作
助
成
事
業
に
よ
る
研
究

 
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

（
日
本
の
政
治
・
比
較
政
治
論
）

一ユ1一
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Compensation to the Japanese victims of the Russian Revolution

             and Japan's lntervention in Siberia in 1922

                                  Tomio IZAO

                      （Politics of Japan， and Comparative Politics）

   Japan has denied compensation to victims of war． Officially， State does not have the

responsibility to compensate to her people， and all people must bear the damages of war．

   However， There was a system of Governmental compensation to the victims of war before

World War ll． Japanese Government examined precedents in foreign countries， and enacted a

Special Law of Compensation． The purpose of this article is to explain the Compensation to

the victims of the Russian Revolution in 1917 and Japan's lntervention in Siberia from 1918．
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